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発達障害学生の修学支援上の問題とその支援

都築　 繁幸1）

【要旨】広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害の学生（以下、発達障害学生）は、基本的には、

知的な遅れを伴わないために、本人の学ぶ意欲と高等教育を受けられる能力がクリヤーされれば、大学で

学ぶことができる。本稿では、我が国の障害者施策の動向を中心に発達障害学生の修学支援上の問題とそ

の支援を述べた。 まず、ここ10年間における発達障害学生に関連する施策の動向を概観し、大学の入り囗

の問題として入学試験に関連する話題を取り上げ、次に障害学生支援の取組例として愛知教育大学を紹介

した。今後、発達障害学生の修学支援上の問題やその支援を考えていくことが、我が国の将来の高等教育

機関の教育の質保証に繋がっていくことを述べた。

Ｉ ． は じ め に

広汎性発達障害，学習障害，注意欠陥多動性障

害の学生（以下, 発達障害学生）は，基本的には，

知的な遅れを伴わないために，本人の学ぶ意欲と

高等教育を受けられる能力がクリヤーされれば，

大学で学ぶことができる。

障害のある学生の在籍者数の推移を見ると2006

年度が4,937人であったのに対し, 2012 年度には，

11,768人となり，2倍強，増加している（日本学

生支援機構, 2013) 。 2006年度以前では障害学生

と言えば，肢体不自由，聴覚・言語障害，視覚障

害,病弱・虚弱が主であった。障害学生数の上昇は，

発達障害，内部障害（病弱・虚弱を含む），精神

障害等の学生が急増したためである。

文科省は, 2012 年６月に文科省高等教育長の私

的諮問機関として「障がいのある学生の修学支援

に関する検討会」を設置し，同年12月に検討会報

告を取りまとめ，発達障害学生の受入体制を整備

しつつある。更に2013年６月に「障害を理由とす

る差別の解消の推進に関する法律」（障害者差別

解消法）が可決され,2016年４月から施行される。

国立大学法人には，法的義務が課せられ，これか

ら各大学は，差別を解消するための具体的な措置

を整備していくことが求められる。

本稿では，我が国の障害者施策の動向を中心に

発達障害学生の修学支援上の問題とその支援を述

べる。まず，ここ10年間における発達障害学生に

関連する施策の動向を概観し，大学の入り囗の問

題として入学試験に関連する話題を取り上げ，次

に障害学生支援の取組例として愛知教育大学を紹

介し，今後の検討課題等に言及する。

Ⅱ。 障 害 者 施 策 の 動 向

(1) 2005 年４月に「発達障害者支援法」が施行さ

れる。

この法では発達障害を「自閉症，アスペルガー

症候群その他の広汎性発達障害，学習障害，注意

欠陥多餘既障害その他これに類する脳機能障害で

あってその症状が通常低年齢において発現するも

の」としている。同法では，「国及び地方公共団

体は，発達障害児がその障害の状態に応じ，十分

な教育を受けられるようにするため適切な教育的

支援，支援体制の整備その他必要な措置を講じ

る」，「大学及び高等専門学校は，発達障害者の障

害の状態に応じ，適切な教育上の配慮をする」と

している。

（2）2006年12月に国連総会において「障害者の権

利に関する条約」が採択される

我が国は, 2007 年９月にこれに賛同したが，国

内法が十分ではなかったために批准書の締結には

至らなかった。それは，我が国が，同条約の第24

条に関する諸制度が整備されていなかったためで

ある。

第24条　教育（抜粋）

５　締結国は，障害者が差別なしに かつ，

他の者と平等に高等教育一般，職業訓練，成
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人教育及び生涯学習の機会を与えられること

を確保する。このため，締結国は，合理的配

慮が障害者に提供されることを確保する。

第２条　定義（抜粋）

「合理的配慮」とは，障害者が他の者と平等に

すべての人権及び基本的自由を享有し，又は

行使することを確保するための必要かつ適当

な変更及び調整であって，特定の場合におい

て必要とされるものであり，かつ，均衡を失

したまたは過度の負担を課さないものをいう。

（3）2011年８月に障害者基本法が改正される

ここで「合理的配慮」という概念が盛り込まれ

た。

第４条　差別の禁止（抜粋）

何人も，障害者に対して，障害を理由として，

差別することその他の権利利益を侵害する行

為をしてはならない。

２　社会的障壁の除去は，それを必要として

いる障害者が現に存し，かつ，その実施に伴

う負担が過重でないときは，それを怠ること

によって前項の規定に違反することとならな

いよう，その実施について必要かつ合理的な

配慮がされなければならない。

第２条　定義（抜粋）

二　社会的障壁　障害がある者にとって日常

生活又は社会生活を営む上で障壁となるよう

な社会生活における事物，制度，慣行，観念

その他一切のものをいう。

ここでは，「障害を理由に不利な状況にある障

害者と，その他の人との条件を平準化するため，

自立を目指す障害者からのニーズについて，障害

者と支援を提供する機関が調整・合意した上で，

支援の実施を義務付けるとともに，合理的な理由

がないのにニーズを拒否した場合，障害者の社会

参加を損ねたとして差別に当たる判断する」とし

ている。

(4) 2012 年６月,文科省が,「大学改革実行プラン」

を公表する

大学の機能再構築を図る上での一つの切り囗と

して，カリ キュラムの弾力化検討などと併せて，

障害学生に対する支援の確立を例示している。

(5) 2012 年８月，中央教育審議会は，審議経過を

報告する

特別なニーズに対応した教育を推進する観点か

ら，高等教育における障害学生支援の必要性をう

たい,政策の効果を測定する指標の一例として「多

様な学生（社会人，障がいのある学生等）の増加

をあげている。

(6) 2012年９月，内閣府の障害者政策委員会が報

告する

教育分野で差別を禁じる相手先として,幼稚園，

小学校，中学校，高等学校，特別支援学校，大学，

高等専門学校などを明示し，入試・定期試験の適

正な配慮による学力判定が重要である，とする。

(7) 2012年12月，「新障害者基本計画に関する意

見」が公表される

拠点校の整備や障害学生支援に関する情報公開

の促進に加え，「大学で障害を理由にした出願，

受験，入学の拒否が生じないことが確保される仕

組みを構築」，「大学入試センターが実施している

特別措置の充実」，「情報保障・コミュニケーショ

ン支援など合理的配慮が確保される仕組みを構築

するとともに 計画的に大学の施設設備を推進」，

「大学の認証評価で障害学生支援の取組実績を考

慮」をあげている。

(8) 2013年６月，「障害を理由とする差別の解消

の推進に関する法律」（障害者差別解消法）

が可決, 2016年４月から施行される。

国立大学法人は，行政機関等であるために 法

的義務が課せられる。この法律は, 2016年４月か

ら施行される。これから各大学は，差別を解消す

るための具体的な措置を整備していくことが求め

られる。差別を解消するための支援措置として紛

争解決・相談，地域於ける連携，啓発活動，情報

収集等が挙げられている。

第７条　行政機関等における障害を理由とす

る差別の禁止（抜粋）

２　行政機関等は，その事務又は事業を行う

に当たり，障害者から現に社会的障壁の除去

を必要としている旨の意思の表明があった場

合において，その実施に伴う負担が過重でな

いときは，障害者の権利利益を侵害すること

とならないよう，当該障害者の性別，年齢及

び障害の状態に応じて，社会的障壁の除去の

実施について必要かつ合理的な配慮をしなけ

ればならない。

第８条　事業者における障害を理由とする差

別の禁止（抜粋）

２　事業者は，（同条）・‥必要かつ合理的な

配慮をするように努めなければならない。

(9) 2013年９月，第３次障害者基本計画が閣議決

定される

この中の「分野別施策の基本的方向」の「教育，
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文化芸術活動・スポーツ等」において「高等教育

における支援の推進」として示されている。基本

的考え方として「障害の有無によって分け隔てら

れることなく，国民が相互に人格と個性を尊重し

合う共生社会の実現に向け，障害のある児童生徒

が，合理的配慮を含む必要な支援の下，その年齢

及び能力に応じ，かつその特性を踏まえた十分な

教育を可能な限り障害のない児童生徒と共に受け

ることのできる仕組みを構築する。また，障害者

が円滑に文化芸術活動，スポーツ又はレクレー

ションを行うことができるよう，環境の整備等を

推進する」とする。高等教育における支援の推進

として次の六つを挙げている。

①　大学等が提供する様々な機会において，障害

のある学生が障害のない学生と平等に参加で

きるよう，授業等における情報保障やコミュ

ニケーション上の配慮，教科書・教材に関す

る配慮等を促進するとともに，施設のバリア

フリー化を促進する。

②　大学入試センター試験において実施されてい

る障害のある受験者の配慮については，障害

者一人一人のニーズに応じて，より柔軟な対

応に努めるとともに，高等学校及び大学関係

者に対し，配慮の取組について，一層の周知

を図る。

③　 障害のある学生の能力・適性，学習の成果等

を適切に評価するため，大学等の入試や単位

認定等の試験における適切な配慮の実施を促

進する。

④　 入試における配慮の内容，施設のバリアフ

リー化の状況，学生に対する支援内容，支援

体制，障害のある学生の受入れ実績等に関す

る各大学等の情報公開を促進する。

⑤　各大学等における相談窓口の統一や支援担当

部署の設置など，支援体制の整備を促進する

とともに，障害のある学生への修学支援に関

する先進的な取組を行う大学等を支援し，大

学問や地域の地方公共団体，高校及び特別支

援学校等とのネットワーク形成を促進する。

⑥　障害のある学生の支援について理解促進・普

及啓発を行うため，その基盤となる調査研究

や様々な機会を通じた情報提供，教職員に対

する研修等の充実を図る。

(10) 2012 年６月，文科省は，文科省高等教育長

の私的諮問機関として「障がいのある学生の

修学支援に関する検討会」を設置し，12月に

第一次とりまとめを公表する

この報告は,大きく三つの柱からなっている。

第一に大学等における合理的配慮の対象範囲で

ある。学生の範囲は，大学等に入学を希望する者

及び在籍する学生であり，科目等履修生・聴講生

等，研究生，留学生及び交流校からの交流に基づ

いて学ぶ学生等も含んでいる。障害のある学生の

範囲は，障害及び社会的障壁により継続的に日常

生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあ

る，とする。学生の活動の範囲は，授業，課外活

動，学校行事への参加等，教育に関する全ての事

項を対象としている。

第二に合理的配慮の考え方を大学等が個々の学

生の状態・特性等に応じて提供するものであり，

多様かつ個別性が高いものであるとし，以下の六

つを例示している。機会の確保として，障害を理

由に修学を断念することがないよう，修学機会を

確保し，教育の質を維持する。情報公開として，

障害のある大学進学希望者や学内の障害のある学

生に対し，大学等全体としての受入れ姿勢・方針

を示す。決定過程として権利の主体が学生本人に

あることを踏まえ，学生本人の要望に基づいた調

整を行う。教育方法等として情報保障，コミュニ

ケーション上の配慮，公平な試験，成績評価など

における配慮の考え方を整理する。支援体制とし

て大学全体で専門性のある支援体制の確保に努め

る。施設・設備として安全かつ円滑に学生生活を

送れるよう，バリアフリー化に配慮する。

第三に関係機関が取り組むべき課題である。短

期的課題として各大学等で情報公開及び相談窓口

の設置することであり，受入れ姿勢・方針を明確

に示し，広く情報を公開することが必要であり，

相談窓口の統一や支援担当部署の設置が必要だと

する。また，国が拠点校及び大学間ネットワーク

の形成に努める，とする。中・長期的課題として

次の九つが示されている。大学入試の改善，高校

及び特別支援学校と大学等との接続の円滑化，通

常上の困難の改善,教材の確保,通信教育の活用，

就職支援等，専門的人材の養成，調査研究・情報

提供・研修等の充実，財政支援である。

Ⅲ 。 障 害 学 生 の 入 学 試 験 に 関 す る 問 題

（1）受験特別措置

障害者に対する特別措置は. 1978 年に行われた

共通一次試験の試行テストで検討され，翌年に実

施された第１回の共通一次試験から「身体障害者

受験特別措置」が導入された。初期の特別措置で

は，当時の盲・聾・養護学校に在籍している身体

障害のある受験生か対象であった。 1984年から申

請後の事故による負傷等も認められた。 2006年か

ら英語リスニング試験が実施されるようになり，
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それに対する特別措置も導入された。

大学入試センターは，受験案内と同時に別冊と

呼ばれる「身体障害者等に係る受験特別措置申請

用」の冊子を配布している。この冊子では，障害

区分として「視覚障害」，「聴覚障害」，「肢体不自

由」，「病弱」，「発達障害」，「その他」が設けられ

ている。発達障害は，平成23年（2011年）１月

に行われるセンター試験から新たに追加された。

2012年からは，名称も「受験特別措置」に変更さ

れた。

（2）受験上の配慮事項

受験上の配慮を希望する志願者に対しては，申

請に基づき，大学入試センターでの審査の上で受

験上の配慮が決定される。その決定は，個々の症

状や状態等を総合的に判断して行われる。すなわ

ち，同じ障害種別であっても，許可される特別措

置の内容は異なり，重篤度に応じて特別措置が提

供される。障害の重篤度の証明については，医師

の診断書を中心に学校長の状況報告書が組み合わ

せて用いられる。

受験上の配慮事項として以下のものがあげられ

る。

①　1.5倍または1.3倍の時間延長

②　点字での受験，文字サイズ1.4倍，紙面２倍

に拡大した問題用紙，拡大鏡の使用

③　マークシートを塗りつぶさないでいい回答方

式（チェック解答，文字解答，代筆）

④　手話通訳者，介助者の配置

⑤　リスニングの免除，またはリスニング音声聴

取を制御する許可

⑥　 試験室の場所（トイレやエレベータとの距離

の関係）

⑦　杖や補聴器，車いす，特製机の使用など

（3）発達障害区分

障害学生全体の志願者が微増する中にあって発

達障害者 の志願者は, 2011 年は95人, 2012 年は

135人, 2013 年は150人であり，今後，増加するも

のと予想される。

現在の発達障害区分に関する診断基準は，以下

のようである。

①　発達障害の特別措置では，医師の信頼できる

現症に関する診断書と具体的な状況報告・意

見書の記載によって判断する。

②　特別措置においては，デイスレキシア（読字

障害/読み障害）等の，主として文字の読み

に関するアクセス機能の障害を重視する。

③　実行機能の困難さに関する特別措置に撞いて

は，具体的な措置の必要性のエビデンスを

個々に慎重に判断する。

④　時間延長以外の日常的かつ合理的な理由によ

る措置はできるだけこれを認める。

Ⅳ 。 愛 知 教 育 大 学 に お け る 取 組

（1）修学特別支援プログラム連絡会の設置による

活動

2012年度に学生サポート体制検討ワーキンググ

ループを立ち上げ，１年間にわたって今後の対応

策を検討した。

学生サポート体制の課題として以下の点が挙げ

られた。

①　何でも相談，指導教員制，オフィス・アワー

については，学生の認知度や利用度が低いた

め，周知方法や利用方法を改善する必要があ

る。

②　相談窓口相互の連絡体制がなく，総合的な支

援体制が確立されていない。

③　健康診断時の問診票により，障害のある学生

をある程度はスクリーニングできるが，「心

の問題」を早期発見・早期支援するためには，

質問項目を更に工夫する必要がある。

④　ＧＰＡによる学業不振学生の把握は行われて

いるが，その利用方法が不明確である。

学生サポート体制の今後の対応として，以下の

点が挙げられた。

①　修学特別支援グループの組織化

②　修学支援と学生相談（心理・修学・生活相談）

窓口の一元化

③　各教育組織に障害のある学生への支援を連絡

調整する担当者（連絡担当教員）の配置

④　障害のある学生が集まる場所を用意同じ障害

のある学生同士のつながりを確保

⑤　障害に対する正しい理解と協力的な対応職員

研修と教員による学習面での配慮

⑥　学生ピア・サポート，学生ボランティア一定

基準による謝金の支給

また，視覚障害，聴覚障害，肢体不自由，病弱・

虚弱，発達障害などへの障害に対応した具体的な

支援方策の検討や障害の程度が個々人で異なって

いたりするため，きめ細かな配慮や対応が必要で

あることが改めて認識された。

そこで，障害のある学生を含め，修学が困難な

学生に特別な修学支援と学生相談（心理，修学，

生活相談）を行うとともに，学内外の各機関との

連携強化を図り，修学が困難な学生への支援を総

合的に提供することを目的とするために「修学特

別支援プログラム」を立ち上げることとなった。

8
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以下，主な業務を示す。

①　修学支援及び学生相談（心理，修学，生活相

談）の総合窓口に関すること。

②　修学が困難な学生の授業支援に関すること。

③　修学が困難な学生の学生生活自立支援に関す

ること。

④　サポートする学生の講習会及びトレーニング

等に関すること。

⑤　学内外機関との連絡，調整に関すること。

この業務を達成するためにプログラム長，プロ

グラム長補佐，連絡担当教員，相談員，事務職員

等を置くとしたが，いずれも兼務である。連絡担

当教員は，学部の選修，専攻若しくはコース又は

大学院の専攻又は領域から必ず１名選出すること

とした。その主な役割は，修学が困難な学生が円

滑に修学できるよう，サポートする学生の配置を

行うなど修学上必要な支援を提供するため，授業

担当教員等との連絡調整を随時行うことである。

（2）大学教職員の理解・啓発

第１回修学特別支援プログラム教員ＦＤを2013

年４月24日に開催した。以下に示すのは，筆者が

行った講演の概要である。

【第１回修学特別支援プログラム教員FD ； 2013年４

月24日開催　テーマ 発達障害のある学生の発見の

手がかり；報告者　都築繁幸】

1．発達障害のある学生とは

「発達障害者支援法」による定義では、「自閉症，

アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害，学

習障害，注意欠陥多動性障害その他これに類する

脳機能の障害であってその症状が通常，低年齢に

おいて発現する」とされる。

脳機能障害が想定され，環境要因ではない，心

理的要因ではない。症状が低年齢で発現している。

思春期以降に発現しない。

2. 発達障害学生の支援の必要性が高まってきた

背景

我が国では伝統的に「障害」と言えば，身体障

害，知的障害，精神障害を指してきた。

知的障害のない発達障害のある人たちの存在が

明らかになってきた。

平成成19年度より「特別支援教育体制」が開始

され，発達障害のある幼児児童生徒への教育支援

体制の充実を目指すこととなった。高校まで発達

障害を理由に特別な支援を受けてきた生徒が大学

においても，それまでと同様な支援を求めてくる

時代になった。

平成23年度より大学入試センター試験における

受験特別措置の対象として「発達障害」が明記さ

れ，診断書のある学生は，自己申告して支援を明

確に求める体制が作られた。

3. 愛知教育大学の障害学生支援の実態

本学は，弱視の学生，難聴の学生，下肢切断の

学生，運動に麻痺のある学生等への支援の実績が

ある。手話通訳も学生ボランティアによるもので

はなく大学が手話通訳士に依頼し（大学から経費

を支払う），質の高い情報保障制度を導入してい

る。本学は，この制度を2000年度から採用してお

り，我が国の国立大学として初めて導入した大学

である。

現在，多くの大学において診断書はないが配慮

が必要な学生への支援体制の確立が求められてい

る。学校生活や対人関係などに違和感を持ちなが

らも，自分自身が発達障害であることに気づかず

に大学に進学してきている，発達障害が疑われる

ような学生生活上の困難を示す学生が多数，存在

している。

この10年間の学生の様子や東海北陸地区を対象

に行った大学の調査結果から本学の実態を予測す

ると，診断が下せる学生の在籍率は0.2～0.4% で

ある。これは,全国平均とほぼ同値である。グレー

ゾーンの学生は, 0.8～1.6% である。約900人の学

生が入学するのでグレーゾーンの学生も含めれば

毎年，15人前後の学生が支援を要する学生とみな

され，大学全体では60人程度と推測される。

4．障害の特徴

学習障害は,全般的な知的発達に遅れはないが，

聞く，話す，読む，書く，計算するまたは推論す

る能力のうち，特定なものの習得と使用に著しい

困難があるものをさす。

注意力障害とは，注意の持続困難（集中力の欠

如）や注意の配分の困難さ（環境全体に注意を払

うことの困難）,あるいは注意の転換の困難さ（好

きな活動などに注意が集中するとそこから離れら

れなくなる）があるものをさす。

高機能自閉症は，知的な遅れを伴わない自閉症

（対人関係・コミュニケーション・こだわりの三

つを併せ持つ）である。

アスペルガー症候群は，一般的な自閉症が示す

言語・認知発達の遅れは示さず，知的能力は高い

自閉症であり，他者の感情や考えを推測すること

が苦手であるものをさす。

5．学生の困り感

夕



発達障害学生の修学支援上の問題とその支援

発達障害のある学生が示す大学生活上の困難

は，一般の学生のだれしもが少なからず経験する

（している）ことでもある。例えば，単位未修得，

教育実習のドロップアウト，進路先の不確定，大

学に来なくなる（連絡が取れなくなる）などであ

る。

しかし，修学支援という点から考えると，障害

特性によって生じる困難や制約が本人や周囲に持

続して不利益な状態が見られることが問題とな

る。決して本人が好き好んで怠けているのではな

く，『それらに対して支援が必要な状態である』

と捉えることが必要である。盲や聾などの身体障

害よりも発達障害の特性による困難さが，他の障

害に比べて「目にみえにくい。怠けなのか，障害

なのかの見極めが重要となり，努力不足や故意に

よるものと周囲に理解されやすい。学生が何で

困っているかを見つけ出すことが重要であり，困

り感を特定し,苦戦の状況を理解する必要がある。

生活面での困難さは，次のものがあげられる。

・　友人とうまくつきあえない

・　相手が嫌がる言動を平気でしてしまう，相

手の興味や関心とは無関係に自分の興味の

ある話を延々と話し続けるので敬遠される

・　約束（の時間）を忘れてしまう

・　自分の日課を妨害されると著しく混乱して

しまう

・　サークルでトラブルを起こしてしまい，参

加しづらくなる

・　事務職員等に同じ質問を何度もして，確認

しないと不安になる

・　相手の主張を受け入れることができず，自

分め主張をしつこく言い続ける

・　学内で食事を取ることができない

・　待つことが極端に苦手である

・　話し始めると止められなくなってしまう

・　些細なことで怒ったり，落ち込んだりする

など感情の起伏が著しい。

6．発見しやすい場面・機会

１年生では，合宿セミナーや基礎実習における

振る舞い（遅刻する，時間が守れない，周囲から

離れる，全く別のものを見ている）から推測でき

る。

２年生では，ＧＰが1.5ポイント以上，急に下が

る（前期と後期の落差，学年の落差），共同で課

題をこなす場面，長時間の対話（討論）場面（30

分間の面接はスルーしてしまう）から推測できる。

３年生では，教育実習の事前指導が近づくと落

ち着かなくなる，教育実習のベース配分がわから

ない，などから推測できる。

４年生では，書類が書けない（就職関係，卒業

論文等），自分の意見がほとんど出てこない（面

接練習で模範例を記憶したものしか出せない），

などから推測できる。

7．大学の教育環境の整備

本学においては，施設計画のマスタープランに

基づき，教育環境整備が進んでいる。学内の表示

板等が整備され，視覚化が進んだ。その結果とし

て，発達障害の学生には安心な環境となった。例

えば，建物や教室がわかるようになり，迷子や戸

惑うことが減り，遅刻が減った。学生サポート関

係では，どの課がどのサービスをしてくれるかが

わかるようになり，安心感がうまれた。福利施設

の生協で食事の注文が楽になり，時間管理もス

ムーズになった。

Ｖ． お わり に

障害学生の支援を考えていく際，その対象の学

生を如何に把握するかが鍵となる。学生本人がそ

の症状や支援の要求等を大学当局に申し出ること

が大原則となるが，発達障害学生は自己申告が困

難である場合が多い。行動的な問題を抱える広汎

性発達障害や注意欠陥多動性障害よりも認知的障

害が中核である学習障害の判別は更に困難であ

る。学習障害は，目に見えない部分が多い。各大

学は，少子化傾向による受験生減を見越し，少し

でも多くの学生を受け入れる傾向にある。入学し

てから何らかのトラブル等が生じることにより結

果的に発達障害学生であったとみなす場合が多い

ようである。

我が国の大学の障害学生の受入は，全学生の

0.4%程度であるが，米国では10％となっている。

米国と我が国では，入試制度が異なり，大学資格

能力試験等において一定の能力が認められれば，

入学することができる。障害学生は自己申告する

ことにより，必要なサービスが受けられる仕組み

が確立されており、各大学に障害学生支援室，学

生支援コーディネーターが整備され，サービスの

法令遵守がなされている。

今後，我が国も米国モデルを追求していくと推

測されが，そのためには，各大学が高等教育機関

としてのミッションを果たすべき整備を行って行

く必要があろう。特に,入り囗の問題として高校・

大学連携の点から次の点があげられる。

①　高等学校での発達障害への理解と対応がより

一層，求められる。例えば，読み上げソフト

などによるＰＣ等の利用が考えられるが，高

1
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等学校における通常の授業や日常環境での機

器の利用が十分に普及されることが前提であ

ろう。

②　センター試験以外の二次試験等において各大

学での特別措置対応が更に求められる。

③　推薦入試やＡＯ入試等によって入学を許可し

た発達障害のある入学者に対する教育的責務

を大学が強く認識する。

入学してからの問題は，学務的な面に顕在化す

ることが多い。留年しながらも卒業した事例，退

学を余儀なくされた事例，就職後，すぐに退職し

てしまった事例などにおける支援の実際等は，別

の機会に報告したい。

今後，発達障害学生の修学支援上の問題やその

支援を考えていくことが，我が国の将来の高等教

育機関の教育の質保証に繋がっていくことにもな

り，検討すべき課題は多い。

Ⅵ。 参考 資 料

（それぞれの法律の目的第1条を示す。）

１）発達障害者支援法

この法律は、発達障害者の心理機能の適正な発

達及び円滑な社会生活の促進のために発達障害の

症状の発現後できるだけ早期に発達支援を行うこ

とが特に重要であることにかんがみ、発達障害を

早期に発見し、発達支援を行うことに関する国及

び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、

学校教育における発達障害者への支援、発達障害

者の就労の支援、発達障害者支援センターの指定

等について定めることにより、発達障害者の自立

及び社会参加に資するようその生活全般にわたる

支援を図り、もってその福祉の増進に寄与するこ

とを目的とする。

２）障害者の権利に関する条約

この条約は、すべての障害者によるあらゆる人

権及び基本的自由の完全かつ平等な享有を促進

し、保護し、及び確保すること並びに障害者の固

有の尊厳の尊重を促進することを目的とする。障

害者には、長期的な身体的、精神的、知的又は感

覚的な障害を有する者であって、様々な障壁との

相互作用により他の者と平等に社会に完全かつ効

果的に参加することを妨げられることのあるもの

を含む。

３）障害者基本法

この法律は、全ての国民が、障害の有無にかか

わらず、等しく基本的人権を享有するかけがえの

ない個人として尊重されるものであるとの理念に

のっとり、全ての国民が、障害の有無によって分

け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重

し合いながら共生する社会を実現するため、障害

者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関

し、基本原則を定め、及び国、地方公共団体等の

責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び

社会参加の支援等のための施策の基本となる事項

を定めること等により、障害者の自立及び社会参

加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推

進することを目的とする。

４）障害を理由とする差別の解消の推進に関する

法律（障害者差別解消法）

この法律は、障害者基本法（昭和四十五年法律

第八十四号）の基本的な理念にのっとり、全ての

障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権

を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、そ

の尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有す

ることを踏まえ、障害を理由とする差別の解消の

推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業

者における障害を理由とする差別を解消するため

の措置等を定めることにより、障害を理由とする

差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害

の有無によって分け隔てられることなく、相互に

人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実

現に資することを目的とする。
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